
事業分野別経営力向上推進機関について
 推進機関は、中小企業者等による生産性向上の取組みの普及啓発等の業務を行う。
 人材育成を行った場合には、労働保険特会から能力開発事業として助成できる。
 （独）中小企業基盤整備機構からの専門家の派遣を受けることができる。
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事業分野別経営力向上推進業務
（普及啓発・研修、調査研究）に
相当する業務に係る一年以上の実務
経験を含む三年以上の普及啓発及び
研修又は調査研究に係る実務経験を
有している者
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